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はじめに 

 

 

 

誰もが人権を尊重され、互いに責任を分かち合いながら、社会のあらゆる分野で自

分に合った生き方を選択し、個性と能力を存分に発揮することができる、ジェンダー

平等・男女共同参画社会を実現することは、豊かで活力ある地域社会を築き、福岡県

が飛躍・発展していくために、極めて重要です。 

県では、平成 13(2001)年に制定した福岡県男女共同参画推進条例に基づき、「福岡

県男女共同参画計画」を策定し、その実現に向けた施策を計画的、総合的に進めてま

いりました。 

しかしながら、賃金や育児・家事時間など男女間の格差が依然として存在しており、

ＤＶや性暴力などのジェンダーに基づく暴力もいまだ根絶には至っていない深刻な

状況にあります。また、困難な問題を抱える女性が直面している課題は多様化、複合

化、複雑化しています。 

このような多岐にわたる課題に総合的に対応する観点から、「福岡県男女共同参画

計画」、「福岡県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」及び

「福岡県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画」の３つの計画を一本化

した「第６次福岡県男女共同参画計画」を策定しました。 

本計画では、あらゆる分野で男女がともに活躍できる環境を整備するとともに、暴

力を許さない教育・啓発の推進や困難な問題を抱える女性に対し関係機関と連携した

切れ目のない支援を行うほか、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）など

への社会全体の意識改革を進めてまいります。 

ジェンダー平等・男女共同参画を実現していくためには、県だけではなく、県民や

団体・企業、市町村の皆さまと課題を共有し、解決に向けてともに取り組んでいく必

要があります。皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

計画の策定に当たっては、福岡県男女共同参画審議会において、幅広い観点から熱

心にご議論をいただくとともに、県民の皆さまから寄せられたご意見を取り入れるこ

とができました。ご協力いただいたすべての皆さまに心から感謝申し上げます。 

 

令和８(2026)年３月   
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○ＳＤＧｓについて 

 

 

ＳＤＧｓは、先進国と開発途上国がともに取り組むべき国際社会全体の普

遍的な目標で、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環

境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むもので、2030 年を期限とする包括

的な 17 の目標とその下に細分化された 169 のターゲットで構成されていま

す。 

ジェンダー平等・男女共同参画社会の実現は、ＳＤＧｓの目標５「ジェン

ダー平等を実現しよう」と合致しているだけでなく、教育（目標４）や就業

機会（目標８）、まちづくり（目標 11）など、他のすべての目標の達成に関

わる非常に重要な項目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


